
有
害
鳥
獣
害
対
策
の
課
題

元
新
聞
記
者
の
視
点
で

地
域
の
課
題
を

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
ま
す

PICK UP
コラム

駆
除
人
員
の
後
継
者
育
成

昼行性で温厚で人懐っこい性格です。餌付けすると
ヒトを怖がらなくなり、住宅地にも出没するように
なるので厳禁です。田畑への野菜の放置、生ごみの
時間外搬出もいけません。イノシシに遭遇したら、
背中を見せないでください。弱いと思われて襲わ
れる危険性が増します。

2021年11月にJR広島駅の西側の「エキニシ」地区
（広島市南区大須賀町）で発生し、27棟が焼損した
大規模火災です。11棟が全焼、7棟が半焼、5棟が
部分焼、4棟がぼやでした。同地区では、2018年1月
にも大規模火災が発生し、1人が亡くなっています。

2022年1月に新型コロナウイルス感染症のワクチン
接種の対象者として、5歳から11歳までの小児が
加わりました。予防接種法上、12歳以上が接種の
「努力義務」です。5歳から11歳の小児に関しては、
ワクチンの検証結果やこれまでの感染状況など
から、「努力義務」の適用除外となっています。

５歳から１１歳の
ワクチン接種について

大日本猟友会は1939年創設の日本唯一の全国的な
狩猟団体です。2019年時点の会員数は約10万人。
狩猟事故の防止や、狩猟の担い手育成、野生鳥獣
の管理保護などを行っています。各都道府県に
猟友会が組織されており、広島市と連携して有害
鳥獣対策も行っています。

Ｑ.2 猟友会とは？

Ｑ.5「エキニシ」地区火災とは？ Ｑ.6

Ｑ.1

Q&A 広島市政に関連する質問に
むくぎ太一がお答えします。

〒731-0138 広島市安佐南区祇園1丁目4-5　TEL（082）846-5450  /  FAX（082）846-5451

むくぎ 太一事務所

04
■ 公式HPの活動報告から会報誌をダウンロードしてお読みいただけます。　この市政報告は、自由民主党・市民クラブの承認を得て発行しています。

椋木  太一（むくぎ たいち）
1975年（昭和50年）7月28日生　広島市安佐南区出身
元読売新聞記者　自由民主党安佐南支部長　
広島県立安古市高校、早稲田大学政治経済学部卒業
消防上下水道委員会、安心社会づくり対策特別委員会

プロフィール

【Twitter】【Instagram】【公式HP】 【Facebook】

Vol.12 広島市議会議員

むくぎ 太一

01

む  ずかしいことも、

む  き合う、

む  くぎ太一。

新聞

Q&Aで
P4の

解説して
います。

（1）～（2）は

　
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
物

へ
の
被
害
は
、自
然
豊
か
な
広
島
市
に
と
っ
て

頭
の
痛
い
課
題
で
、市
内
全
域
で
年
間
４
０
０
０
万

円
ほ
ど
の
損
失
が
発
生
し
て
い
ま
す
。山
々

に
囲
ま
れ
る
安
佐
南
区
で
も
同
様
で
す
。昨

年　
月
に
は
、安
佐
南
区
祇
園
の
広
島
経
済

大
学
の
食
堂
に
イ
ノ
シ
シ
１
頭
が
侵
入
し
ま

し
た
。ド
ア
ガ
ラ
ス
に
ひ
び
が
入
っ
た
も
の
の
、

幸
い
、け
が
人
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

し
た
が
、こ
の
よ
う
に
、住
宅
地
で
も
鳥
獣
に

よ
る
実
害
が
出
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
、多
く
の

住
民
の
皆
様
に
と
っ
て
、有
害
鳥
獣
対
策
は

重
大
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

広
島
市
は
有
害
鳥
獣
害
対
策
を
３
つ
の
手
法

で
行
っ
て
い
ま
す
。一つ
目
が
、捕
獲
用
の
柵
の

購
入
費
用
を
補
助
す
る「
防
除
」、二
つ
目
が

地
元
の　

 

猟
友
会
や
農
家
に
よ
る「
駆
除
」、

三
つ
目
が
生
息
地
と
民
家
と
の
間
の
立
木
を

伐
採
し
て
緩
衝
帯
を
作
る「
環
境
整
備
」で
す
。

こ
の
中
で
、駆
除
は
、若
い
人
員
の
確
保
と

い
う
喫
緊
の
課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。広
島
市

に
は
全
８
行
政
区
に
計　

駆
除
班
が
あ
り

ま
す
。各
班
定
員　

人
で
、全
班
員
数
は

平
成　
年
度
が
１
７
３
人
、令
和
元
年
度
は

１
５
６
人
で
し
た
。各
班
、定
員
の
半
分
程
度

し
か
充
足
し
て
お
ら
ず
、高
齢
化
も
進
ん
で

い
ま
す
。

大
日
本
猟
友
会
に
よ
り
ま
す
と
、全
国
の
狩
猟

免
許
交
付
数
は
、昭
和　
年
度
は
約　
万
人
、

平
成　
年
度
は
、約　
万
人
と
、激
減
し
て
い

ま
す
。広
島
県
や
広
島
市
も
同
様
の
傾
向

で
す
。ま
た
、免
許
所
持
者
の
年
齢
構
成
は
、

昭
和　
年
度
は　
〜　
代
で
約　
％
を
占
め

て
い
た
も
の
の
、平
成　
年
度
は
、　
〜　
代

が　
％
、　
代
以
上
が　
％
超
で
、明
ら
か
な

高
齢
化
を
示
し
て
い
ま
す
。

体
力
勝
負
の
駆
除
に
お
い
て
高
齢
化
は
大
き
な

痛
手
で
す
。広
島
市
は
狩
猟
免
許
取
得
の

経
費
を
補
助
す
る
な
ど
し
て
い
ま
す
が
、農
産

物
の
保
護
と
と
も
に
、地
域
住
民
の「
安
全
・

安
心
」を
守
る
と
言
う
観
点
か
ら
も
、駆
除
の

エ
キ
ス
パ
ー
ト
の
後
継
者
育
成
が
求
め
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。

ま
た
、広
島
市
は
山
間
部
で
北
広
島
町
や

安
芸
太
田
町
、安
芸
高
田
市
な
ど
の
他
都
市

と
接
し
て
い
ま
す
。相
手
が
動
物
で
す
の
で
、

有
害
鳥
獣
対
策
は
こ
う
し
た
自
治
体
と
連
携

す
る
こ
と
も
必
要
と
言
え
ま
す
し
、他
都
市
の

事
例
を
積
極
的
に
取
り

入
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
、

研
究
を
進
め
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

2022年  Vol.12 2022年3月発行むくぎ太一広報誌「 む 新聞」

イノシシの特徴や
注意することは？

色覚特性がある人に配慮し、路線図やグラフ
などの配色を工夫したり、同じ色でも発色の良い
ものを取り入れたりすることです。普段の会話でも、
「緑のセーターを着た男性」でなく、「右から3人目
の男性」などと色で説明しないことも、カラーバリア
フリーといえます。

Ｑ.4 カラーバリアフリーとは？Ｑ.3

一元的、総合的な事務や権限と、それに見合う
自主財源を制度的に保障する、新たな大都市制度
のことです。政令都市市長会が2010年5月に初
提言し、2021年12月に最終報告をまとめました。
周辺自治体の雇用創出や経済活性化といった
効果も期待されます。

「特別自治市」制度とは？

（　）1

（　）2
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51.8

46.1

全国における狩猟免許所持者数（年齢別）の推移（1975～2016）
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５つの政策
私は、５つの政策を打ち出して選挙に臨みました。
これは、「４年間の任期で一定の成果を挙げます」と
有権者の皆様と約束したことです。

□ 1. 子育て支援・人材育成
□ 2. 道路などのインフラ整備を推進
□ 3. 防災・減災 
□ 4. 「カラーバリアフリー」の推進
□ 5. 広島市政改革・メディア戦略
※　 は今回のテーマとしている政策です。

2022年  Vol.1２ むくぎ太一広報誌「 む 新聞」

1. 

多
様
な
大
都
市
制
度

エ
キ
ニ
シ
地
区
の
火
災
は
漏
電
の

可
能
性
が
あ
る
。同
地
区
で
は
、

今
年
１
月
末
時
点
で　

項
目
の
消
防
法

違
反
を
確
認
し
た
。違
反
確
認
後
は
、総
務

省
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
沿
っ
て
、罰
則
を
含
め
た

違
反
是
正
を
行
う
。

　
　
歳
か
ら　
歳
の
子
ど
も
へ
の
ワ
ク
チ
ン

接
種
に
対
し
、不
安
や
戸
惑
い
を
隠
し
き
れ

な
い
保
護
者
の
方
々
も
い
る
。不
利
益
な

扱
い
を
受
け
な
い
よ
う
、特
段
の
配
慮
を

お
願
い
し
た
い
。

５
歳
か
ら　

歳
ま
で
の
小
児
の

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て
、保
護
者

が
判
断
す
る
決
め
手
を
欠
き
、困
惑
す
る

状
態
が
続
く
。情
報
を
丁
寧
に
提
示
し
、適
切

な
判
断
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。接
種
の

有
無
で
差
別
や
い
じ
め
な
ど
不
利
益
な
扱
い

を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、パ
ン
フ
レ
ッ
ト
配
布
、保
護

者
へ
の
通
知
な
ど
で
啓
発
す
る
。

幼
い
子
ど
も
た
ち
が
マ
ス
ク
を
着
用
す
る
こ

と
に
つ
い
て
も
最
大
限
の
配
慮
を
お
願
い
し

た
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
や
災
害

対
策
な
ど
で
、「
国―

県―

市
町
村
」と
い
う

地
方
の
二
層
構
造
に
よ
る
デ
メ
リ
ッ
ト
を

痛
感
し
て
い
る
。　 「
特
別
自
治
市
」制
度

の
導
入
で
、地
方
が「
国―

特
別
自
治
市
」の

一層
構
造
に
な
る
と
、広
島
市
や
市
民
に
ど

の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
。

広
島
市
が
目
指
す「
特
別
自
治

市
」制
度
は
、事
務
を
一
元
的
に

取
り
扱
い
、自
主
財
源
を
制
度
的
に
保
障

す
る
も
の
。新
型
コ
ロ
ナ
対
策
で
指
定
都
市

の
役
割
が
極
め
て
大
き
く
な
る
中
、現
行

制
度
で
は
、権
限
が
県
知
事
に
集
中
し
て
お

り
、指
定
都
市
は
柔
軟
的
、機
動
的
な
対
策

が
難
し
い
。特
別
自
治
市
に
移
行
す
る
と
、

二
重
行
政
が
完
全
に
解
消
さ
れ
、圏
域
の

発
展・活
性
化
に
も
つ
な
が
る
。

❶
２
０
１
９
年
６
月
定
例
会
一
般
質
問
で
、

　 
カ
ラ
ー
バ
リ
ア
フ
リ
ー
対
応
の
チ
ョ
ー
ク

を
紹
介
し
、教
育
現
場
で
導
入
す
る
よ
う

提
案
し
た
。導
入
の
進
捗
状
況
と
導
入
で
き

な
い
理
由
も
教
え
て
ほ
し
い
。❷
色
覚
検
査

は
２
０
０
３
年
度
か
ら
行
わ
れ
て
い
な
い
。

検
査
が
、色
覚
特
性
が
あ
る
児
童
生
徒
へ
の

「
差
別
を
生
む
」と
い
う
の
が
理
由
と
い
う
。

Q&Aで
P4の

解説して
います。

（3）～（6）は

広島市
答弁1

広島市
答弁1

広島市
答弁1

広島市
答弁1

質問
1

2月定例会

総括質問
テーマ

1 

多
様
な
大
都
市
制
度

2 

共
生
社
会

3 

安
全・安
心

4 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

　 

感
染
症
対
策

「
特
別
自
治
市
」制
度
実
現
に

向
け
て
の
取
り
組
み
つ
い
て

質問
1

５
歳
か
ら　
歳
の

ワ
ク
チ
ン
接
種
へ
の
配
慮

質問
2

子
ど
も
の

マ
ス
ク
着
用
へ
の
配
慮

広島市
答弁2

3. 

安
全・
安
心

❶
市
立
学
校
で
の
カ
ラ
ー
バ
リ
ア

フ
リ
ー
対
応
チョ
ー
ク
の
使
用
率
は
、

令
和
元
年
６
月
の　
％
か
ら
、令
和
４
年
２
月

に
は　
％
に
増
え
た
。残
り
約　
％
の
学
校

で
は
、児
童
が
色
覚
に
不
安
を
覚
え
な
が
ら
、

保
護
者
か
ら「
配
慮
の
必
要
が
な
い
」と

断
ら
れ
た
ケ
ー
ス
が
あっ
た
。子
ど
も
が
色
覚

特
性
に
気
づ
い
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
、

１
０
０
％
の
市
立
学
校
で
チ
ョ
ー
ク
を
導
入

す
る
。❷
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
カ
ラ
ー
フ
ィ
ル

タ
ー
機
能
を
利
用
し
、眼
科
医
へ
の
受
診
に

つ
な
げ
る
。

JR
広
島
駅
近
く
の　
「
エ
キ
ニ
シ
」地
区

火
災
の
原
因
や
被
害
状
況
、消
防
法
違
反

の
状
況
は
？
大
規
模
火
災
の
た
び
に
一
斉

検
査
な
ど
が
行
わ
れ
る
が
実
効
性
に
疑
念

を
抱
く
。本
質
的
な
改
善
が
必
要
に
感
じ
る
。

違
反
を
確
認
後
、罰
則
な
ど
で
現
状
を
改
善

す
る
プ
ロ
セ
ス
は
？

質問
1

大
規
模
火
災
防
止
の

取
り
組
み
と
法
的
限
界

2. 

共
生
社
会

質問
1

4. 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

カ
ラ
ー
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の

進
捗
状
況
に
つ
い
て

色
覚
特
性
は
病
気
で
も
障
害
で
も
な
く
、

色
覚
特
性
が
あ
る
私
自
身
、検
査
を
忌
避

す
る
理
由
に
違
和
感
を
抱
い
て
い
る
。早
期

に
特
性
を
つ
か
む
こ
と
が
、就
学
や
職
業

選
択
で
適
切
な
対
応
を
可
能
に
す
る
。多
様

性
を
認
め
合
う
時
勢
で
、検
査
を
忌
避
す
る

理
由
は
な
い
。検
査
を
経
験
し
て
い
な
い
子

育
て
世
代
は
、わ
が
子
の
色
覚
特
性
に

気
づ
き
に
く
く
な
る
。広
島
市
は
色
覚
検
査

を
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

市
立
保
育
園
な
ど
で
は
２
歳
未
満

は
マ
ス
ク
を
着
用
さ
せ
て
い
な
い
。

２
歳
以
上
は
無
理
な
着
用
は
さ
せ
ず
個
々

の
状
況
に
応
じ
て
い
る
。幼
稚
園
で
は
、年
齢

を
考
慮
し
、無
理
に
着
用
さ
せ
な
い
よ
う

努
め
て
い
る
。登
園
時
に
保
護
者
と
連
絡
を

取
り
合
い
、

個
々
に
応
じ

た
対
応
を
し

て
い
る
。

４３

７３

３０

11

11

花
粉
症
と
コ
ロ
ナ

コ
ラ
ム

ミニ

広報紙が
スマホで読めます

（　）3

（　）4

（　）5

（　）6
５

３
月
も
下
旬
と
な
り
、す
っ
か
り
春
め
い
て
き
ま

し
た
。一
方
、春
の
訪
れ
と
と
も
に
、花
粉
症
に

悩
ま
さ
れ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。私
も
そ
の

一人
で
す
。例
年
、ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
ぐ
ら
い

ま
で
は
マ
ス
ク
が
外
せ
ま
せ
ん
。こ
の
２
年
あ
ま
り
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
出
現
に
よ
り
、

国
民
全
マ
ス
ク
状
態
と
なって
い
ま
す
。花
粉
症
の

主
な
症
状
は
く
し
ゃ
み
や
鼻
水
で
す
の
で
、外
見

か
ら
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
見
分
け

が
つ
き
ま
せ
ん
。そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、昨
年
３
月

の
予
算
特
別
委
員
会
で
、「
花
粉
症
患
者
が
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
勘
違
い
さ
れ
て

ス
ト
レ
ス
を
抱
え
、無
用
な
緊
張
感
に
さ
ら
さ

れ
て
い
る
。花
粉
症
で
あ
る
こ
と
を
示
す
バッ
ジ
を

作
成
し
、社
会
的
な
ス
ト
レ
ス
を
緩
和
で
き

な
い
か
」と
問
題
提
起
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、広
島
市
発
行
の「
広
報
ひ
ろ
し
ま 

市
民
と
市
政
」（
２
０
２
２
年
２
月　
日
号
）で
、

「
ア
レ
ル
ギ
ー
の
正
し
い
知
識
を
身
に
付
け
よ

う
」と
題
し
た
特
集
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。バ
ッ

ジ
と
い
う
形
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、「
症

状
と
そ
の
影
響
」の
欄
で
、周
囲
か
ら
の
理
解
が

得
ら
れ
ず
悩
ん
で
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
に
触

れ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。花
粉
症
は
国
民
病

と
も
い
わ
れ
ま
す
。少
し
で
も
理
解
が
進
み
、ス

ト
レ
ス
の
な
い
日
常
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

消防機関が消防法違反を確認後、罰則を課すまでのプロセス

６５

１１

１５

アレルギーに関する
特集記事はこちら↓↓↓

消
防
署
な
ど
が
立
ち
入
り
検
査
な
ど
で

指
導
に
従
わ
な
い
上
、違
反
に「
重
大
性・悪
質
性
」

が
認
め
ら
れ
る
場
合

弁
明
に
正
当
な
理
由
が
無
い
場
合

期
限
ま
で
に
不
履
行
の
場
合

期
限
ま
で
に
不
履
行
の
場
合

罰
則
を
課
す
必
要
性
あ
り
と
判
断

立
ち
入
り
検
査
通
知
書
を
交
付

2
「
警
告
」を
発
し
て
期
限
ま
で
の

改
善
の
履
行
を
求
め
る

「
命
令
」を
発
し
て
期
限
ま
で
の

履
行
を
求
め
る

3
不
履
行
に
対
す
る
弁
明
を
さ
せ
る

45
警
察
な
ど
捜
査
機
関
へ
告
発
し
、

捜
査
機
関
が
罰
則
の
必
要
性
な
ど

を
判
断
す
る

違
反
者
に
罰
則
が
課
さ
れ
る

6 不
備
の
危
険
性
、防
火
管
理
の

重
要
性
を
指
導

消
防
法
違
反
を
確
認

1


